
正 誤
特約条項
（保証人）等
第５５条 第５２条の規定に関わらず、この契約には適用しない。

特約条項
（部分払等）等
第５５条 第４０条及び第４１条の規定に関わらず、この契約には適用しない。
（保証人）等
第５６条 第５２条の規定に関わらず、この契約には適用しない。
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